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○民商の連続学習会 第 3 弾は消費税学習会 

複数税率、インボイス制度・・講師は川澄さん（税理士） 

 「どうする？Windows7 のサポート終了！」に続き「Ｒ2 年度税制改正を学ぶ」、そして

第 3 弾となった今回の「消費税学習会 複数税率、インボイス制度」が、10 月 23 日（水） 

に行われました。講師は、元税務職員で現在は税理士を開業なさっている川澄延夫さん。長

谷川副会長の司会で学習会はすすめられ、参加者はメモを取りながら真剣に聞き入っていま

した。 

 まず消費税導入の歴史を振り返り、その時々の政治の裏話を紹介しながら今回の 10％増

税につながります。10 月から税率 10％に増税されると同時に、インボイス導入のスケジ

ュールを学び「この年までに判断が必要です」などと、リアルな話の連続でした。 

 最も盛り上がったのは、最後の質疑応答の時間でした。自分の具体的な話が飛び出し、同

じ不動産収入でも貸し手が会社ならその収入は課税売上、個人であれば非課税売上で消耗品

だとか修繕費用など、「消費税は払いっぱなしで面白くない！」とか。とにかく実務が非常

に複雑で、「大変だ！という事が分かった」という感想が出されました。 

  

ＦＡＸで送りますと写真が真っ黒になります。ネットの環境のある方は民商ＨＰご覧下さい 

 

○11 月に入ると、学習会が計画されています。ご紹介します。 

 ・11/12 テーマ：「税務調査の現状と問題点」3 時～5 時 愛知民主会館 

 ・11/12 テーマ：「第 2 回 消費税対策実務編」1 時半～4 時半 労働会館 

 ・11/17 テーマ：「10％増税は今すぐ中止」10 時～12 時 保険医協会伏見会議室 

＊関心のある方、連絡いただければ詳しい資料（情報）お伝えします。 

 


